
２０１４年度沖縄県女子サッカー教育リーグ 大会要項 

１．目的     沖縄県に於ける女子サッカーの競技力向上と、児童生徒の健全育成、

競技者の拡大、審判員の育成を通し、不特定多数の国民の公益に資す

る目的でこの事業を行なう。 

１．主催     一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

２．期間     ２０１４年４月２７日（日）～ ２０１５年２月  日 

３．会場     沖縄県内サッカー競技施設 

４．参加資格 

  ① ２０１４年度（公財）日本サッカー協会・（一社）沖縄県サッカー協会に登録した 

選手で構成されたチーム。 

  ② 沖縄県女子サッカーリーグ（通称むるぶしリーグ）に参加するチームは本リーグ

に参加する事はできない。 

  ③ 登録選手は固有の番号とユニホームを準備すること。 

  ④ 参加チームは、「２人以上の審判の有資格者」を原則、登録すること。 

  ⑤ 大会期間中においては、特別な事情がない限り、すべての試合において参加でき

るチームでなければならない。 

５．ユニフォーム 

  ① ＧＫ（正副 2 種類）を含め、基調の異なる 4 種類（ＦＰ２種類）を常備すること。 

  ② 参加選手の背番号は、リーグ参加申し込み時の背番号を使用すること。 

７．大会日程 

  ① 前期（2014 年 6 月～9 月）、後期（2014 年 10 月～2015 年 2 月）にて行う。 

  ② 事由により日程を変更する場合は、関係チーム及び当該リーグ実行委員会の実行

委員長に通知し、変更後の日程及び開催変更概要を報告する事。 

８．競技方法 

  ① 競技規則は、開催年度の（公財）日本サッカー協会の競技規則により実施する。 

  ② 競技は、リーグ戦方式により行う。 

  ③ オーダー表提出は試合開始２０分前とし、大会本部へ 2 部提出とする事。 

  ④ 試合時間は 50 分又は７０分とし、延長戦は行わない。 

  ⑤ 選手交代においては事前に通知した選手の自由な交代を採用する。 

  ⑥ 試合開始１０分前には、大会本部前に集合し、事前のチェックを行う。 

  ⑦ 事由なく試合を放棄した場合の懲罰については、大会実行委員会の審議に委ねる。 

  ⑧ 今大会の規律に関する事項については大会実行委員会を組織し、その長は開催責

任者が務める。開催責任者は参加チームをもって実行委員会を組織し、規律違反

事項を審議し、多数決をもって懲罰の裁定を行う。 

 



 

９．使用ベンチについて 

  ① 本部からグラウンドへ向かって左側を、対戦表左側のチームが使用する。 

  ② 監督・その他（申込書記載済み）はベンチに着席すること。テクニカルエリアの

使用については競技規則に準ずる。 

  ③ 試合終了後は、速やかにベンチを離席し、次試合のチームへ引き渡す事。 

１０．順位の決定について 

  ① 試合の勝者＝３点、引き分け＝１点、敗者＝０点とし、勝ち点の多い順を上位と  

する。 

  ② 勝ち点が同数の場合の優先順位は以下とする。 

    得失点＞総得点＞当該チームの対戦相手＞抽選 

１１．懲罰 

  ① 警告を３度受けた選手は、次の一試合に出場できない。 

  ② １試合で２度の警告による退場以外の退場は、実行委員会で懲罰を裁定する。 

  ③ 運営事項に著しく違反し、又は規律を乱したチーム及び選手、チーム関係者は         

    大会実行委員会の裁定により、除名または脱会を通告する。 

  ④ 以下の項目については、競技運営に著しく違反したものとみなし、実行委員会が

裁定し、懲罰を通告する。 

ⅰ．指定された任務を怠ったとき。（設営・運営・審判） 

ⅱ．事由変更後の試合開催における連絡を実行委員会の長に通知を怠ったとき。 

ⅲ．本リーグの目的・主旨を著しく逸脱・違反したとき。 

１２．参加料    １０，０００円 

１３．申込み締切日 ２０１４年４月 17 日（木）１８時必着 

         （申込み書を（一社）沖縄県サッカー協会へ FAX すること。） 

１４．申込先   （一社）沖縄県サッカー協会   女子委員会 棚原 直哉 まで。 

１５．振込先   （一社）沖縄県サッカー協会  大会参加振込用紙にて振込。 

１６．監督会議   ２０１４年４月１８日（金）１９時３０分より、（一社）沖縄県サッ 

          カー協会にて行なう。 

１７．その他 

  ① 本リーグは、主催する事業にかかる負傷について一切の責任を負わない。 

    参加チームにおいては、スポーツ障害保険等に加入すること。但し、損害賠償保

険等においては県協会加入の保険等において対応を協議する。 

  ② 本リーグに参加する選手は、試合会場に協会発行の選手証を携帯すること。 

    携帯できない事由の判断は実行委員会で裁定する。 

  ③ 本リーグに参加する選手・チームはサッカーに関わることを自覚し行動すること。 

  ④ 本リーグにおいて、表彰を実施する。 


